
報道機関の皆さんへお知らせ 

報道発表資料の配付日時 １０月１０日（木）15 時 00 分 

標 題 
北海道函館水産高等学校と連携した、 

「道民ひとり 1本植樹・育樹運動」の取組について 

日 時 
環境学習：令和 6年 10 月 17 日（木）9:45～10:35 

植樹体験：令和 6年 10 月 27 日（日）10:30～12:00 

場 所 
環境学習：北海道函館水産高等学校（北斗市七重浜 2丁目 15-3） 

植樹体験：北斗市市民植樹祭会場（北斗市村山） 

内 容 

 

○ 道民一人ひとりの力を合わせ全道で 500 万本の植樹・育樹を目指す

「道民ひとり 1本植樹・育樹運動」の取組として、海洋や水産を学ん

でいる水産高校の生徒を対象に、「森と海の繋がり」をテーマとした

環境学習と、北斗市市民植樹祭に参加する植樹体験を実施します。 

記 

【主催】・渡島総合振興局 

【協力】・北海道地球温暖化防止活動推進員 池田 誠 氏 

・北斗市 

【参加対象】北海道函館水産高等学校 海洋技術科３年生２９名 

【内容】 

環境学習：「森と海の繋がり」をテーマとした講義 

植樹体験：北斗市市民植樹祭に参加 

 

※当事業について、今年度は、本件の他に令和 6年 9月 28 日（土）に 

「放課後等デイサービスにじのもり（七飯町）」の利用者を対象とした 

環境学習と育樹体験を七飯町字上軍川で実施しました。 

取材に当たっ

て の お 願 い 

・森と海が近い渡島地域の水産高校で学ぶ生徒が、「道民ひとり 1 本植

樹・育樹運動」を機に「森と海の繋がり」を学習することを目的とした

取組です。 

・取材申込みは函館水産高校（0138-49-2411）柴田教頭までお願いいた

します。 

連 絡 先 

産業振興部林務課林務課係 

担当：主査（木育推進）今野 

   ℡ ０１３８－８３－７２８４（直通） 
 

配布形式  電子☑・紙□ 渡島総合振興局 ＨＰ掲載  有☑・無□ 



「道民ひとり１本植樹・育樹運動」の展開について

経 過 等 道民ひとり１本植樹・育樹運動

北海道の豊かな森林を未来に引き継いでいくため、「北海道植樹の日・育樹の日条例」が制定から５年の節目を迎えたこと
を契機として、道内での植樹・育樹活動を促進させる道民運動を展開する。

○H30.12 「北海道植樹の日・育樹の日条例」制定

全国一豊かな北海道の森林を未来に
引き継いでいけるよう、道民一人ひとり
の力を合わせ、全道で500万本の植樹・
育樹を目指す運動

○道民が森林づくりに参加する機会の提供
◆北海道植樹祭の開催
◆「道民の森」や道有林等をフィールドとした植樹・育樹活動

○関係団体との連携による活動の促進
◆森林ボランティア団体の活動や漁協女性部の「お魚殖やす
植樹運動」への支援

○企業等による森林づくり活動の促進
◆「ほっかいどう企業の森林づくり」への参画企業の拡大
◆企業が地域住民と交流しながら行う森林づくりの促進

○教育機関等と連携した森林づくり活動の促進
◆青少年を対象とした森林環境教育や植樹・育樹活動の強化

○R2.3 2050年ゼロカーボン北海道を宣言

［R5.10.22 キックオフイベントで知事が宣言］

○R4.3 森林吸収源対策推進計画を改定し、
計画の展開方法に木育活動を位置づけ

○R5.10 「道民ひとり１本植樹・育樹運動」を展開

【概要】

【目標】

【運動の推進に向けた取組】

植樹の日・育樹の日を中心に
道民が森林づくりに取り組むことは、「木育」の推進や

「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献

より多くの道民に植樹・育樹活動に
参加いただくことが重要

日・月間
植樹の日： 5月第2土曜日（ 5月は植樹月間）

育樹の日：10月第3土曜日（10月は育樹月間）

役
割

道 植樹・育樹の日及び月間の普及、施策実施

道民 植樹・育樹活動等に協力

現状（H26～H30） 目標（R6～R10）

315万本（5年間） 500万本（5年間）

【キャッチフレーズ】
令和６年１月に、944作品の応募
の中から次のとおり決定しました。

さあ、北海道の
未来を植えよう。


